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木育空間整備事業検査基準 
制定 平成３０年 ３月３０日 森－３１８６ 

改正 令和 ３年 ３月２９日 森－３３５３ 

 
第１ 趣旨 
森や木とのふれあい空間整備事業のうち、木育空間整備事業の検査は、秋田県補助事業

工事経理検査実施要領（平成 19 年４月１日施行）に基づくほか、以下の基準により実施す

るものとする。 
 
第２ 内容 
 １ 経理検査 
   地域振興局長（以下「局長」という）は、秋田県水と緑の森づくり税関係補助金交

付要綱第８に基づき事業実施主体から提出される実績報告書の受理後に経理検査を行

うものとし、実績報告の事業費が定められた経費の内容に該当しており算定が適正で

あるかを検査する。 
 
 （１）補助金対象経費の算定 
  ［実費補助 A］ 
   ア 設計経費、木育資材導入費、施設整備費 
     設計経費、木育資材導入費及び施設整備費は、事業実施主体が整備する成果品

の作成に係る実行経費を査定経費とする。 
   イ 補助金交付額の算定 
     補助金の交付額は、査定経費に補助金交付要綱に規定する補助率を乗じた額と

する。 
  ［実費補助］ 
   ア 木育資材導入費、施設整備費 
     木育資材導入費及び施設整備費に係る経費は、事業実施主体が整備する内容に

係る経費とし、実行経費を査定経費とする。 
   イ 補助金交付額の算定 
     補助金の交付額は、査定経費に補助金交付要綱に規定する補助率を乗じた額と

する。 
 
  ［諸経費］ 
   ア 事務雑費及び指導監督費 
     事務雑費及び指導監督費は、事業実施主体が補助事業実行のため必要な業務処
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理費とする。 
   イ 補助金交付額の算定 

補助金の交付額は、実費補助 A に係る補助金交付額と実費補助 B に係る補助金

交付額の合計に所定の数値を乗じたものとする。 
  ［その他］ 
   ア 数量の単位 
     数量の単位は、適宜単位を設定し、整数単位止めとする。 
 
 ２ 現地検査（完成確認検査） 
   局長は、秋田県補助事業工事確認検査実施要領（平成 28年４月１日施行）第５条に

基づき、事業実施主体から現地確認の要請があった場合は、当該検査基準にて現地検

査を行うものとする。ただし、要請のない場合は全体工事確認検査とし、書類検査に

より事業の適正な遂行を確認できる時は、現地検査を省略できるものとする。なお、

事業内容が木質資材導入のみで、かつ、既製品の購入のみの場合は全体工事確認検査

を省略できるものとする。 
 （１）現地検査内容 

当該事業にあっては、秋田県県営工事検査実施要領（平成 28 年４月１日施行）第

２条を準用し、検査は、原則として実測によるものとし「工事検査の基準」により

行うものとする。 
 
第３ その他 
 森づくり税をＰＲする表示板等が適切に設置されているか確認する。 
 
第４ 雑則 
 この基準に定めるもののほか、必要事項は別に定めるものとする。 
 
 
附則 
 この基準は令和３年４月１日から施行する。 


